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1はじめC

次田営林局管内、とくに北部における運材技術の推移の概要と、他への影響、 

その特質お上び展開の意味について、以下大路ま とめてみ上 う とするのが本稿 

のねらいである。

秋ロ国有林における運材技術そのものの推移については、周知の上 9に清水 

利久「管内国行林の運材法」(査林接書I、昭和26年11月)お上び加島繁 

太郎。消水利久「秋田の伐木運材」( 日本木材加工技術協会、昭和2 8年8刀) 

ならびに「八十年の回題」( 秋田営林局林曹会、昭和39年る月)と「秋田の 

ジ」(林野弘済会秋田支部、昭和4 3年3月) に 詳説されている。またとれら 

の重ﾡな原査料となつた戦前の「秋田林ﾡ会報」や、戦後の「ﾡ林」の各巻に 

おける関連論文、とりわけ加島繁太郎の論文は、運材技術そのものの推移に関 

して、戦後におけるこの種論文の土台をなしているのである。

このよ り にみて くる と、たかだか故日間づつ2度現地の局器にでかけた程度 

で、一体何をま とめるのかと問い返えされねばな らないことになる。従つてと 

とでは、運材技術の歴史的、具体的な推移そのものにつては、 多くをそれら 

先学の研究におうことにして、それらを含めて、北秋田国布林つまり米代川流 

城にと くにKき をおいた運材技術の展開構造について、若干でも 知 り えた ら と 

9ことにと どめたい。

では何故秋田 において、とくC国有林をとりあげねばならないのか、 それは

9までもな く わが国林業生産構造における秋田国有林の位置に由来する。質 

的Kには、 木ﾡのヒノキ、 青森のヒパとともに、秋田のスギが日本る大美林の1 

つに数えられてきたのである。秋田のスギが、今や果して3大美林の1つに値 

するか否か、 る 大美林を昔のま ま の通説に従つて安易に述べたてて よいかどう 

かの問題は別にしても、 なお我々の耳に秋田のスギ、つまり秋田の天然スギC 
対する期待は、強くひびくのである。量的にみると、全国2520万ha の森 

林面積の中約6%、 ﾡ積では全国1 89万m中同じく約6%が、秋田営林局管 

内の国有林、民有林の割合になる。つま り秋田営林局管内の森林資源が量的C



大き な位置を占めてるわけである。ま た秋田営林局管内の秋田県と山形の 

森林ﾡ源の割合は、面積、 ﾡ積ともに秋田県が大きいし、秋田県の中でも国布 

林と民有林の割合は、同様に国有林が大きいのである (以上第1 ～2図参周)。 

だがこれは単に数字の上のみではなく、林分の豊度さ(ととではha 当たりる 

積) も高いのである。オなわちﾡ積の極めて波少してきたといわれる現在にあ 

つても、全国の国有林では1 1 2m/ha であるのに、秋田国有林では117 

w/ha である。ﾡするに秋田国有林における森林ﾡ源包蔵が量、質とも卡要 

な位置を占めているのである。また秋田県の中においても、民有林は国有株に 

比し、それ ら が劣位に ある が、国有林が:中心となる存在であり、 わが国林業の 

展開に あっ てその もつ意味の大きいこと がわかるのである。ことに秋田国有林 

をとり あげねな らない大き な理由 があるのである。

第1図 ﾡ林の面積現況

第2図 森林 の 蓄積現況
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次に、 では何故北秋田-米代川流ﾡの国有林を主に問題とするのか。いう 主 

でもなく秋田はスギ生産が表看板であるが、 それは主に、人工林ではなく て天 

然スギであり、これは製材板、樽丸、役物、合板、ﾡ板、小割、ﾡ、建具家具 

材等価値高い製品 を産出する 素材とな るから であり、しかも 北部国有林、つま 

り 米代川流域に、秋田としては古くから存在するからである。そしてそのこと 

は明治中期よ り 米代川下流の能代に、手工業形態の手ﾡき製材から機械製材へ 

秒行十る製材工場を有していたととにもよる。今これらを、面積、 蓄積よりみ 

れば、第1～2表のよらになる。しかも天然スギは最近とみにその資源の枯渇 

か うれえられているが、わが国スギの良質を求めるなら、 秋田国有林に、今も 

つて天然スギへの期待が大き くかかるのである。

注 秋田営林局「管内概要」(1969年)P.12。
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第1表 秋田国有林の経営計面区別経済林林相別面秋
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注 秋田営林局「秋田営林局事業統計書」(昭和42年度) P.34〜46。

第2表 秋田国有林の経営計画別経済林林相別蓄積
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注 第 1表に同じ。P.48～60o



これらゆえ、現在秋田国有林と北部秋田の位置が、経済的にとりあげられ 

る所以Cつながるのである。

なおことわつておきたいのは、林業技術は伐出技術と 育林技術がその中枢を 

占めるが、ここでは伐出技術は伐採技術と搬出技術からなり、伐採過程は伐木、 

造材の過程であり、本稿では直接の問題となりえない。搬出技術はさらに集材 

技術と運材技術にわけて考えたい。なせなら、この両過程が素材生産の価位的 

評価を本質的に典にするわけではなけれども、可見的限りおいては、集材 

過程には林業生産の特殊的用具が比較的用いられ、かつ可変資本部分 ( 労働力 ) 

を多く 用いねばならないのに対し、運材過程では、一般的運送資本の形が入り 

とみ易い場合があり、 また、林業採取(伐出)生産としては、不変資本(両定 

設備等)を多く用いへるととが多い。ついでCふれなけれならないが、林業生 

産では伐倒地点よ り、現在な ら%よ りの車道ま での運送過程を集材過程とし、 

それ以降、駅土場、製材工場土場までの、つま り木材業、 丸太商品整理場所( 
屋
営林署土場等) ま でを運材過程とするが、 て こでもとの通説に従っととにした。 

ぞして課題は運材手段の推移であるので、 その発ﾡの特色を問題とするのであ 

る。 バ

最後になるが、先にも4しふれたよらに、ごく短時間の現地営林局、業界新
・* *・" * ・ •

岡社等での資料蒐集と、数名の方々 より のき き取 り によつて、との簡単なまと 

めの土台にしているが、資料としては、秋田営林局報(大正5〜昭和44年列 

在、 うち昭和19年3月～24年休刊)と、「秋田木材通信」の2つの資料を ・ '
基礎において述べたのである。しかし勿論他の多くの資料にも眼を通し、末尾 

に一覧させたが、一々 については、ﾡ預をさけ、読み易く するため、注等は用 

いなかつたと とをおことわりする。

2. 運材技術の推移と特質

まず秋田管内の明治以来、現在にたる大体の投出( 集材+運お)技術全体 

の発展の概況を述べてみる必要がある。

わが国の資本主優が成立 し、確立し、堀熟する過程の中での、ことに展開期 

にあたる明治〜大正期における秋田スギに対する期待は大きいのである。とれ 

は具体的には明治政府が、開発資源の物的基礎の冇力な 1 つと した佐竹藤の膨 

大な美林をその主1引きつくとい ところからはじまつたのである。 だから明 

治以前から管流、枝流を中心に した流送が運材手段と して存在したことがわか 

み•そのような備わつた出発のもとに、明治32年、例の国有林野特別経営時 

代が大正 1 0 年ま で約 2 3 年つずく のである。 運材手段の上から重要な ことは、

9までもなく多くの森林鉄道、軌道の導入、 そのための土木事業であつた。 

一般にとの経営事業を国有林のるらゆる経営面から高く評価されているのであ 

るが、一体内容はどう であつたか。とれを秋田国有林の運材技術の点より後に 

Aれたい。この経営事業は現地当局者Cよつて、 自らを高く評価して終了する 

が、引きつずきとのよ9な施策で国有林経営事業を進めてゆく。従つて器材る 

Wの導入はつずくのである。ここ に森林鉄道、耽道の安定的発展があるのであ

ろ9。

一方第 1 次大戦後の世界的不況がわが国にも波及し、大変な不景気になった。 

このころ大径丸太からの銘木生産、裕丸、 千葉県野田、銚子への造油容器材と 

して秋田スギが利用されると とになるが、国有林事業をささえる労働力確保等 

のために、慰ﾡ策として国有林野地元対策をたてなけれならなくなつた。こ 

こ に農山村匡救事業が生じ、林道敷設やﾡ炭施設を整備する施策を打ち出すが、 

"注工事は果して特別経営時代ほどの成果があつたか否か分らない。 運材技術 

力発城の中で積極的にこれと結合して考えるだけの価値があるか否かは、今後 

の検討に よ らねばな らなであろう。

この上9にしてわが国は消洲事変に突進し、日支事変、大平洋戦争へと戦争 

経済に入つてゆ く。ここでは丸太生産を至上命題とする現業官庁の矛盾が露呈



する。すなわち欲兵、徴用で国布林生産事業の労働力は著しく枯混するのにか 

かわらず、一方生産用具の資材るいが過追 し、 とのよ9な懸条件下に丸太州産 

を余儀なく された。従つて運材技術は極めて低下し、 むしろ代用品の開発と、 

古い時代の運材技術への逆行とい う形になった。 「

混たる敗ﾡの時期を昭和2 0年に迎えた。復興用材、駐留軍用材として、 

大量 の 木 材需 要 が 变 求 された が、紙時 中 と 同様 に設備、資材は極度の過迫をみ 

せた。 ただ労働力は豊富化した。昭和2 2年国有林、御料林、 道有林は一体と 

なり、ここに宿感の林政統一が行なわれ、岡時に国有林野事業特別会針計が発足 

した。公企業体として独立採算が要求され、経営の合理化が目標となつたが、 

その 1 つに林業生産への機械力投下が大き く 取り上げられた。と くに搬出技術 

への資本投: 下となった。企業と して経営の合理化を貫徹する場合、 その間にW 

ろいろの形がとられるが、経営合理化一生ﾡ力増強計面が昭和る 3年ごろ1り 

一段と強くと られるに至つた。このころか ら国行林の現地での労ﾡ間の斗争 

改しくなつてきた。ま た運材 通程が体系的に機械化され、全工ﾡ的械械力代間 

の連材技術となるのである。

ﾡするに国有林の経営事業が採算性を問題と し、それによつて合理化政策を 

打ち出しているととが、明治以来一貫して柱とされている。とれらの中に東北 

の特殊性と して の 自然条件(積碧)、な らびにﾡ細規模拠耕の共同体的社会や、 

物的基盤の中 から: 析出される林業 労働力との結びつき によって、運材 技術が 存 

在した といえよ ら。-

さてとの上 ら な運材手段の客観条件の中にあつて、秋田スギ収ﾡ量はどの 

うに変化して行つたか。これは第る図に見られるよに消長がある。 cれには 

施業方法の問題も かかわって くるが、しかし何れにしても明治2 5年から昭和 

4 3年までの7 7年間、 大部分が製品生産事業で処分されている。明治末から 

昭和る年どるまでに皆伐作業が主であつた。明治3 7年頃1では年間製品生部 

量がかなり少なかつ六が、 大正始めには3 7万mになり、大正 末 の 1 2 年には、

第3図 秋田スギ収穫量 (明治25-昭和43年)

由 「秋町の杉」(秋田営ん, 昭和43年)P. 72。

当時の破高の約 4 5万nと な った。第 1 次世界外大戦の好況と同 1 2年の大2災 

の復興材の生産のためであつた。昭和る 〜 9年には再び生産が上下向するが、 

後戦時経済に入り、 とこの間時には約90万mで、終戦直後もかなりの増産が行 

なわれた。以後択伐(群状)施業を経て、次次第に皆伐作業に移行し、現在約45 
万がの収穫量となつた。

この秋田スギ を 中心に した素材生産が主に直営生産Cよつて行なわれ、その 

过出については述材技術が当然にかかわって くる。第4 図は主な搬出手段の 

義勢をやや模式的に図化して示したものである。線の太さにより、その時期に

かなる種類の手段が中心的でるつたかがわかる。各種の手段があるが、大要 

は次の通 りである。

-8-
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秋田管内には各種の第材、運材手段があり、この図に示されている他にまだ 

集材、 運材手段があるが、 主C整理してみると略々とれにつきよら。名称は* 

なつて %同じものをいつている場合も多い。例えば修羅出 しは水屋出しとも 

う類いである。今これらを集材、 運材過程に大づかみにわけて述べてみると、 

次のよっになる。集材手段では放流、散(管)流、 人河、修羅、 木馬、ね出し 

(土機)、 1本ﾡ、 牛馬背、馬地引き、ﾡによるタマﾡ、 手押しトロ、森林税 

道、被械ッ、 インクライン、 集材様、 案道(架線)、 トラクターとなるだろ 

9。とれに対し運材手段では、後流、橘出し(雪橋)、車出し(地車)、(牛) 

馬車、馬に上るョッﾡ、森林鉄道、 トラックとなるであろう。

このう ち車道端ま たは山元土場ま でを運扱する集材過程の手段は極めて多様 

であり、またこれは幾つも 朮隔しながら、利用された。-ロCWつて修羅の如 

きは余り発達せず、 木馬CWたつて僅少であり( しかし夏季における土ねと 

どの程度異なるか明確でない。つま り規模の小さいのが土極で、大きものが 

木馬と考えられる。 )修羅は出材の損傷が多いし、 わが国林業生産の搬出手 

段としては、他の地方でも、早期衰徴するのである。 また木期があまり発達 

していないのは、とれと、 土想が当地方では同じ役目を果たすものかも知れな

し、国有林ではむしろ脆弱な技術 すぎて、 適用しないのかも知れない。また 

冬季積管利用の搬出手段と しては、人畜力の雪楼を主体と しこの地方独特の1 

本ﾡがあり、 また馬に上るョンﾡは北海道へ伝ﾡした手段であるが、タマセは 

逆に北海道から伝えられたのである。このよらに複雑ではあるが、 水運、それ 

と併行的に人法力利用の手段があ り、森林軌道、集材機と移行するが、冬季は 

ﾡを用いる。

とれ対して運材過程も、冬季に人、馬による滝出を主体としつつも、最近 

は トラクタ も用いる が、夏季は後流、 森林鉄道、 トラックといクよ9発達す 

る。ことで秋田国有林の運材手段の特長をみると、季節Cより2足草催をはい 

ているのであり、冬季は極という、これも今のべたように、ヘカ→部力→機械 

力という発展となるが、夏季は水迎 ( ﾡ)→林鉄 ( 以上の併用の時代が長い) 

→トラックとなるが、他地方に比し、 水運がかなりおそくまで残存したとと、 

衣林鉄道も 現在一部でまだみられ、本年あたりで消改するであろ9。さた他地 

方の国有林に比し、 ト ラ ック搬出になるのがおそかつた等の特色がみられるの 

である。 ,

これらの理由の探究については、後にふれる として、この稿では運材技術を 

中心においているので、それ らのうち流送と、森林鉄道、 トラックにつて以 

下たち入つてみたい。
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3・ 運材技術の展開

国有林材の生産を高めてゆ く 場合、その搬出技術をいかに設定するかが要で 

あるととはい9をでもない。とくに長い距離、長大I量物を運搬する運材過程 

の手段がとわれねげばならない。その場合、どの ような時期に、どのような ト レーガ 

一によつて、いかなる形で展開されるのかという場合、総合化された内孝を浜 

開の区分にする述べ方とか、国有林施策から見た区分の述べ方とか、技術その 

ものは同時代に相互規定性を保持しながら共存するが、 運材技術の屋開を明品 

にするために、顕者な運材手段を区分の前面C押し出してみる述べ方な ど種々 

あろうが、ここでは第るの区分従つた。

(1) 流送手段の発展と意義

流送は秋田国有林の米代川筋から、明治中期よ り大き く 進展していつた。そ 

れは米代川の 上流 大館管 内長木沢 に 伐採の 斧 が 下ろされ たが、ことは国有林村採 

取の先駆的な1つとされた。また仁船で直営生産が開始され、明治るる年頃か 

ら丸太、寸甫等として、 米代川を流送して能代に搬出するととになつた。後 

を含む流送は、 それ以前にも存在したのであるが、 秋田国有林として特別経 

営争業 を期に筏流が急速に盛んに なった。大正末における秋田国有林における 

後流水路は 47Km、新設経費 5,2 3 1 円、管流水路 260Km 新設経費 12,823円 

であつた。昭和8年における流送慣行河川は第5図お止び第る表にり分るが、 

水糸として米代川、雄物川が支流を多くもつている。

また同年の木材流送の実績河川は第4安の通りでるる。これによると、： 送 

材はスギが殆んど凡てであり、後流は、流送延距離530Km、最大年流送信送 

材積は1 4747 7wであ り、管流は距離4 9 7Kn、総材積。528 6zでる 

る。その他管、後流併用はる 32Km、 19278wである。昭和8年当時流送 

全体と しては 1,359Km、 232041 wであつた。流送距離は 1～60 Kmnで 
あつて、 3～11月C、 つまり降管期を除いた水量の多い時期に行なわれた。 

また流送が廃止になるのは、季節に左右される、損耗率が高いなど で、森林鉄 

道その他の陸送C変化してい く のと、森林資源の枯ﾡのためである。

私よﾡ 田の河川

う 自田 B「ﾡジんr社 1u(rﾡﾡ生報 ヌ3の。3、

3&和,7・2)
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第3表 秋田国有林の流送水系

水 系 河 川

夜明島川, 大阿仁川, 米代川,小阿仁川,藤琴川, 種梅川,
米 代 川 阿仁川, 早口川, 緩子川,様沢川, 常盤川, 大又川, 柏毛川

小又川______ ___________

船岡川,小黒川, 雄物川, 成ﾡ川, 土賀川,ﾡ木内川, 亀田
雄 物 川 ﾡ皆ﾡ川, 横手川, 岩見川, 三内川, 丸舞川, 杉沢川,小

又川,玉川,御物川_________________ ________________

子 吉 川 笹子川,島梅川, 荒沢川, 手川, 子吉川

馬場目 川 ﾡ場目川, 山内川, 内川

三 種 川 三種川

君ヶ野 川 君ヶ野川

ﾡ子山川 獅子山川

—

注 前掲第 5図と同じ、P. 1 2O

ここで注意しておきたととは、流送が林業生産の中Cくみ込まれる集林、 

運材過程の技術としてではなくて、 わば一般運送過程の、つまり流通ﾡ本に 

よる運送の過程の技術としての役割も果していた場合が多い。ことに明治、大 

正時代にはそれが多かつた。 だから先の 2. Cのべた運材手段の発展図、後流 

→森林鉄道→ト ラ ックも、実際Cは上 り複雑な形となつて存在したのであるが、 

しかし典型的にみた場合上記の形とな る であろう。今 1 つは流送が自然条件に 

左右されるからおくれた運材手段だと しているが、例えば「林曹会報」の長湖

第4表 秋田県の木材流送実績 (昭和8年)
「-- --

* 系

崎川

I'
y
#

・

*代川

バ/

/

チ

川

雄物川

9/

岩 見 川

玉 川

バ

バ

紹 岡 川

小 黒 川

街城川

A 沢木川 

ﾡ木内川

バ

米代川

〃

円 仁 川

バ

大阿仁川

下内川

小狼部川

藤容川

大又川

常 経 川
川ﾡ沢川 

大 沢 J川 
夜 明 島 川I 
粕 毛 川

子 吉 川

流 送

始 点

種平村

大 正 寺村 

岩見三内村 

白岩村 

田沢村 

田沢村 
小和瀬沢を合 

船岡村

上 新城村

バ

外小 友 村 

ﾡ木内村

バ

七座村 

害 村

常 盤 村 

阿 仁合町 

下大野村 

阿仁合町 

矢立村 

七日市村 

藤界村 

比立内支流 

常経村 

田山村 
昭 村
『毛村字鹿 
瀬内

西跳沢村

個 所

終 点 

秋田市

バ

〃

神 代 川 

白岩村 
広 久内ﾡ 

淀川村

下 新城村 

飯島村 

南 岡村 

中川村

ババ

東雲村 

能 代港町

バ

七座村 

能 代港町 

釈ﾡ内村 

坊沢村 

荷 上場村 

HE合町 

常盤村 

花 • 輸 町 

柏 毛 村

本荘町

流送 
用離

16
39
23
79
25
45
21
22
10
12
12
20
44
32
25
12
46
12
44
22
26
20
16
1

32
15
20

流送 
方法

戋 成

バ

バ

普 ゐ

校管読

筏流

〃

〃

バ

筏 備

年材 

最大

3.000
50,0c0
1,379

13
6.000
399
680
400
37.

20,000
400
200
180

5,570
27,115

100
3,000
7.200
2.000
2,000
7,200
300

8,000
10C

6,672
5,00〔

: 1.50C

量

小

1,000
0,000
485
13

500
235
250
100

0,000
10
40
18

280
4,153

20
2,000
3,600

500
500
108
100

6,700
10C

2.224
) 10C
1 7oc

流送 
季節

3～5
～10

4～10
4～10
8～10
5〜7
410
4～10
3〜5
4～5
5〜11
4～11
6〜10
4～10

12
5〜11
4～11
5〜11
4～11
3〜5
4～11
5～11
5〜11
6～10
1012

7〜1C
5〜11

樹書

杉

バ

ft

ft

バ

杉栗

杉

バ

バ

〃

ft

杉

・

流送廃の原因

舟運に よ る

大正8年軌道 
布設に 上 ろ 
ﾡ道布設に上 
る
鉄道開設に よ 
る
明治58年鉄道 
の便に 上 る

バ

冬今馬総にる 

木材欠aCよる

ft

ft

明治30年以来 
陸上ﾡ送による 
大正11年軌道 
布設に 上 る

軌道布設による
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注 第5図同じ, P.14～17。

水 系 河 川
流送個所

流送 
距

流送 
方法

年材量 流送 
季節 樹区

始 点 終 点 最大 最小

子☆川 子 吉 川 x d択村 本荘町 1 7 筏流 1,503 1,500 5～11 杉

鮎 川 お 12 バ 1,20G 400 5～11
バ 〃 小友村 7 1,000 500 5～11

子古村 7 90C 400 5～11
〃 〃 〃 7 バ 50C 250 5～11

〃 矢ゐ町 〃 5 2 〃 22.00C 17,000 4～10
〃 笹 子 川 笹子村 50 管 従 1,20c 350 5～ 6 杉材

川 内 村 40 3.500 1.500 5～11 杉

〃 ・ 石沢川 石沢村 1 5 バ 1,500 700 5～11 バ

バ 仙 通 お 6 0 2.000 500 4～ 5 木ザべ乏に上る

バ 石 沢 村 25 1,500 1G0 5〜6
バ 32 500 100 5～ 6

〃 1 2 4.C00 600 4〜10
x 海 川 直 根 村 57 管後施 1, 200 400 5～11
荒 沢 川 矢島町 30 筏流 5,500 4,000 5～11
芋 川 南 内越村 バ 4 〃 1,000 500 3～11

北 内 超村 バ 7 管施 1, 200 600 3～11
〃、 岩谷村 9 1.000 500 3～11

バ 手 Iil 
小 関 川

下川大内村 バ 1 5 1.500 800 3～11
羽広川, 芋 
川,代田川

上川大内村 バ 30 〃 3,50C 700 3～10
ノ 赤 田 川 北内 t 村 北 内地村 9 浅 備 5.000 500 4～11 バ 木材不足, 曲 

上輸送による

〃
高 ﾡ 川 
石 沢 川

下郷村 本荘町 25 普役の 5.000 1,500 5～ 6 " ・

バ 高 ※ 川' 玉 代 川 〃 52 バ . 5.000 1.500 5～ 6 バ

バ 石沢川 田 代 川 45 〃 2.500 1,200 5～ 6 〃

仙 迫 川
仙 道 村 バ 45 2,000 1.000 5～ 6

雄物川 太平川 太 平 村 秋田市 23 115 8 4～11 冬季馬品運材 
にょる

三a川 三 ﾡ 川 上 岩 川村 森岳村 20 ノ > 4～11・マ ご

逢載の岩崎準次郎局長ん訳「欧州の林業よ り」の、昭和1 0年代の欧米の運材 

写真をみると、かなり流送が行なわれてい.る。このことは流送が元来林業の運 

材手段と して適切な ものでる り、発展的技術とか低位の技術とかいう評価をつ 

けることが妥当か否かとい う問題は残るが、わが国の場合は立地条件から、s 

くれた手段であると、ここでは考えてる。

このよ9 に流送によ つて、下流の製材工場地帯に搬出されるわけであつて、 

次第に森林鉄道に代概されてゆく が、戦中、ﾡ後の資材、労劭力の払底期には、 

円び勢をと り も どすのである。と くに 米代川 について その 後 の展開 を みてみ 

ると、その最も 出材が多かつた昭和 21～2 2年では、約1 1 1200w( 

40万石)、 4.60 0枚が能代に流送されたといわれている。そして昭和る 3 

年には 30.580m(約1 1 万石 ) となつて、昭和 37〜40 年にかけて運材 

手段と しては消波していつたのである。

昭和2 1年当時の運材コストを比較してみると、例えば七天神貯木場が

あるが、ここからのコス ト計算では以下の3通である。

① 天神ーニッ井一能代(ガッリン買受業番負担)

① 天神におけるトラック積込までのﾡ用 ............... 35円

© トラック貨(道路修理ﾡ石04円を含む)........... 124円

© ニッ井積荷諸ﾡ用および能代までの納金 ............. 5.7円

© 能代①扱い料 ..................................... 4.3円

③ 馬車賃 .............................. ............. 3円

© 土場巻立料......................................... 182円

© 計 ................30円72銀

② 天神一能代( トラ ック直通)(ガソリン買受業者負担)

① 秋込料 .......................................... 3.5円

© かけ場賃 ' ....................................... 1. 5 円

© トラ ック 貨(道路修理典石 1 円を含む) ........... 30円

© 土場巻立料 ...................................... 182円



① 計 ................. 3 6 円8 2銭

③ 天神一能代(後)

① 後流送料(能代着までの総ﾡ用)協定 ........... 5.6円

(ﾡ水期1 0円位。法水期5円位)

© 小廻わし賃........................................ 0.1円

© 水揚げと巻立料 ............................... 2. 6 円

© 計 ................. 8円30幾

この上 うに他の方法によ る と、後 流 8.3円の4 ～4.5倍の処用がかかること

Cなり、これが1つCは流送をおそくまで残した理由となろう (北海道地方 

では昭和る 1年、静岡県天竜地方では昭和2 7 〜2 9年に流送が消故した。)。 

戦中、戦後は他の運材手段Cよるととは、生産資材の欠乏により困難であった 

から、一層、古い技術に依存 したことになろう。

これに関連してふれると、もちろん安定した国有林の、天スギ資源を域に 

かかえていた点、河口の大製材工場群の成立発展、流送に適した豊かな流量と、 

川ﾡ広く 曲折の少ない点をそなえた自然条件( 米代川) の存在であつたし、季 

埼的な流送夫と して稼のでき る労め力 ( 半農半労型農家)の存在があつたこと 

でもあつた。このよ う.に、秋田の運材手段を考える場合、流送は極めて大きな 

位置を占めるのであるが、しかし天侯、水武一自然条件C強く左右される。流 

送がいかに 自然一.天候に左右されていたかは、流送当時の業界外新聞の冬季を除

てのかなりの号に、雨が多すぎたとか、..降らないとか、 雪どけがおそいとか、 

筏が順調に若いた とかい う 記事がのつているとと でもわかる。自然条件に左右 

されるとい9ととは、との他最終場所C材が到着するまでに、流亡したり、損 

御したり、盗まれたりして、かなりの損耗率を生ずる。秋田の管流の場合それ 

は約3〜5%であるが、徳島県木頭地方の那ﾡ川筋では2%前後であり、河川 

の自然条件は蛇行等が少なく、米代川の方が良好であるから、損耗率は米代川 

の方が他地方よ り高率だと考えられるであろら。つま りこのこ とは木材業式 

本の踰理が十分に 貫徹 して ゆ くこと ができえないとい らことである。一方戦後 

コ 国有林全般の生産性向上の方針は、機械力を中心に した技術中心の上に立つ 

ているから、当然に人、 力主体の運材手段の改変を求められ、秋田もその例 

外ではな く、機械力を導入せざるをえな く なつた。つま り森林鉄道や、ト ラッ 

クの大幅の導入である。トラックのみならず採取(伐出)過程全体を総合的に 

銀ﾡ力に代置し上 う と 方向づけたのである。そういう機械化体系の合理主義の 

中で、自然力 を主に した 技術は一層急激におしやられる のである。

流送といつても、放流や管流のよう、比較的支流で流下させるのと、本流 

を 班筏して流下させる のと があ る こ とはい うま でもないし、夫々 の労働がいか 

なるものか、 またどのよう な 筏の 規模 で何枚 を 1組に して組むかといつた極め 

て技術的な側面がある。しかしここではこれらは後にのべる諸著にゆずり、と 

の中で流亡を防ぐ技術と、それ ら を伝播 した背景についてふれておきたい。

つま り流送の最大の欠点である流亡を克服する方法の導入についてでをる。 

とれは明治2 0年代に後の秋田木材K ・ Kの井坂直砕が、能代で製材を行なつ 

たが、井坂は元来経営畑の人間であり、技術面を竹村栄三郎に依存した。竹村 

管流-後流の従来のやり方、つま り自然放任主義搬出技術では損耗率が著し 

へので、これを木田ての同強微田治郎平、花川清三を招く ことにより、ともに 

それの対策技術を考えた。これが管流を調節するために作られた、第。図のよ 

う な 矢来であ り、 cれに 上 つて流木量の調節をはかると と ができたのである。 

ご送については従つて単に秋木の撮出ぱか り ではな く て、米代川流域にかな り 

木ﾡの流れが伝わつたことが考えられよう。なぜなら当時能代の秋木は、明治 

3 1 年で板るいのみで 5.713m(20550石)、同39年55,500m( 

199640石) 生産してお り、かな り広範囲C運材を行なつてたからであ 

る。

流送Cついて従来見落されていて、資本主装的林業展開の上から重要な点は、 

つま り林業生産が責本の論理C従つて展開されてゆく場合、資本と労働の対立、 

矛盾がある中で要な点は、仲仕組の問題である。ここに若干のべて、このよ 

9 な問尚にかく されている生産逐行上の意味について考えてみたい。
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第6図 矢来の 請 造

注 秋田営林局「管内国有林の運材法」(昭和 26)P・161o

仲仕とはまた仲司とる仲士とも書き、何れが正当か分らないが、おおむね仲 

仕として使われている。仲仕は能代に到着する木材の水揚げ巻き立てと、その 

他鉄道輸送の貨車からの積み御しな ど、 木材を移動させるすべての作楽を行な 

○労働者をいW、仲仕組とは仲仕を集めて、その仕事を請け負う ものをいう。 

これは昭和22年、 ビンはね、 人夫周旋などにより、労働基革準法に対する違反、 

またる組の仲住があるととは、 各製材業者に対して不便で無映だから、 それを 

防ぐ、つま り経営合理化の点上 り楽者の任意組合として能代取り扱い組合が発 

足するので解体されたのである。それま で能代ではとの る組に上つて到着後を 

水屋から引き揚げて、各工場土場 で搬出する十べての仕事を主にしていたの 

である。これは秋木K。Kの如き、巨大な製材会社であろうと国有林であろ9 

と、引き揚げが人力または機械力の差はあるにしても、この3組、②草皆(久 

之助)組、G 細谷(福蔵)組、◇金谷(千代松)組に水揚げ労働を委託させて 

いた。
・ ・ : " ・ ・
上流より到萧した筏は、すぐ水中貯木場へ回ﾡ係留され、次々に水揚げをす 

るが、 入力の作業は引さ揚げ付近の水中に水屋板といら長さ 6.3m(21尺) 

t4.2m( 1 4尺)、厚さ約6c(2寸)、の板敷を 浮かせておき、解体したﾡ 

を、潔で水屋板に引き揚げて、 丸太の大きさに応じて、 4〜6または8人で巻 

き立て場所へ運んで本積十る作業でるる。人力水揚けには筏回酒、鉄持ち、高 

持ち、河、掛け場、 貨押し、加勢、卸し場、領場の仕事分担となつている。 

大正中期の労働組織は親方の 下に、下頭、小頭がいて、その他は先述の通り で 

ある。各仲仕の分担をきめる。小頭と高持ちは直接仲仕を指揮する。普通1 日 

の工程は 1 59〜27.8m(500〜1000石) である大正初め◊に 7 2 人、 

◇に80人、に86人いへたが、同7年には60人、 59人、 53人になつた。

和2 9年当時、②は秋木、◇も秋木、◇がそれ以外の製材業者が利用でき、 

営林署はう組何れをも用いた。

仲仕組の消長については、明治2 0年秋木の大量伐採による能代への流送が 

んCなつた精果、 丸太運材か伐出業の大きな課題となり、2 組の仲仕がでて 

くるのである。この間にも仲仕の浮沈はあるが、明治3る年仁ﾡで大きな直営 

生用: 方斐が展開され、◇組がこれに当り、同る5年羽根山よりのものは◇組と

959になるが、明治る7年3組が競争するととになり、それ以後各組が平 

号 に仕 を分担するととになつた。

仲仕の賃金支払いは特長があ り、衽日作業終了後、直ちに計算された材積に 

ょつて、1 日の賃金が支払らわれる。ただし賃金のうちより諸経費および積立 

金を塗し引かれ、 その残りを特定の役付き以外、 どの作業をしていても、 +ペ 

て平等に分配するととCなつていた。しかし親方は 1 人分の賃金のほかに、年 

末にその年ゐ総決算が行なわれる際、積立金より、諸経我と、総賃金の1割を 

依洲として受けた。毎年1 2月1 2日山神祭の折に、各仲仕はその残りを出役 

日枚に応じ、拡分して配分を行つて、慰労をかねた賃金の過不足を決算した。

かくて親方はその年の事業のいかなる不振にもたえるよ うに積立金 を と り 保 

留し、請負事業の安全を図るとともに、年末C1割の報画をっけたのである。 

この他毎日の賃金から差し引かれる諸経費の中の物品費は幾分の掛け値があろ 

うし、その差額は親方のもの となり、 2重、3 車の抻取が行なわれていたと考
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えられよ9。との仲仕の請負親方制度は林業生産の伐木運材事業における極め 

て暗い飯場制度と同じではないCしても、最初に1 0〜1 5%、 それから年末 

c1 0%計20～25 % が諸経費その他の取り高と してさかれるので、抑取度 

が高いため、結局出来高の石当り単価が予想外に少なくなり、この低賃金単価 

をめぐつて、仲仕が親方の所にネマリ(座り込み)に来て、貨金交渉のきびし 

い時もかなりるつた。ただ日残を必ず勘定する点、 1年に1度の山神祭での切 

り上げ祝いは2日間にわたつて、飲み歌えで行なう ので、単純な労動者はとれ 

につられた こと、また翌年も 自分の組に引きつけるために「繋ぎ残」とい9前 

賃金を、 1人約15円(大正中期)を貸し与そる等、 巧妙なやり方でﾡ働者を 

確保した。親方は能代出身であり、仲仕もおよそ近在の農山村出身の二、三男 

の者であった。明治、 大正Cかけて能代では大きなﾡ用の場をとれによつて作 

つたが、能代の町では、一種特別な集団として見られていたよらであつた。そ 

の土台をなナ 1 つは、この労働がかな り激しく きついものであつたととにあ 

ろ う仲仕は冬季は貨車の積みﾡしな どをし、 夫ﾡして夫々C細々 と労働をし、 

「祭ぎ銭」%重要な冬季の生活費となつた。

能代製材業としては、時々単価交渉でスト があ り、事業も差しつかえるし、 

狭い能代C仲仕組がる組もあることは、業者Cとり、経費節約、組の仕組みの 

点から不便であったため、合同する気運がでてきたが、結局そらなると競争者 

がなくかり、反つて能率がおちるなどといつて、昭和1 3年当時かなり合併が 

表面化したにもかかわらず、不調に終わつた。結局との運材過程から、製材過 

程への関節過程の労働が意外C重要であるが、 とれを生産過程側の大きな貴本 

(国有林)も、 また大製材資本も自己の専属的立場におきつつい、なお直接担 

当せず、放置していたというのは、自然条件に左右され、多忙な時は多忙をき 

わめ、またその逆もあり、そのための労働問題の煩瑣と、事業なの不安定によ 

る危険を回避した結果にほかならず、植同資本主搂的林業生産が当然かたがわ 

り しなけれな らなかつたであろう危険を、つま り 企業利潤を低下させ混乱さ 

せるおそれのあるものを回避した結果、仲社請負業という ものを長く存在させ

-24-

ることになつたものだと思われる。 逆にうと そのような劣悪な労働でしか 

この事業は存在しえなかったのであ り、 ビンはねと重労働と低賃金がのしかか 

つてくるのである。 しかじ成後わが国の一般的労働水準の向上、合理化の推進 

の前に、ついに解体せざるをくなくなつたのであつた。
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⑵ 森林ﾡﾡの姓改と意矢

軌道関係Cよる運材手段の発展る、 明治の特別経営事業C とつてもたらされ

た。従来秋田地方の官民で用い られていた小規校な 人力に上 る手押し トロリー 

から、畜力(主に馬)を動力として軌道迎扱する軌道へと発展し、そして同じ 

機関車でる ガソリ ンや木炭ガス機関車を案引力とする、簡学レールを致取い、 

レールの重量が小さい藤林軌道と、蒸気機関を動力とする 森株 鉄ﾡとい9 

よらに、各稲の ものがある が、作業軌道的なものは取り外しC優利なため、べ

材過程で多く 用いられ、固定的な、 半永久的な森林鉄道は、作業軌道や人 帝ト 

ロ リ ーの搬出 してき たところから、大き な木材集積工場( 例え仁ﾡの如き場 

所 ) ま でを運材するのであ ろo
明治4 0 年大舘尻合沢、同4 る年仁別に森林軌道が導入されにが、大正末〜

昭和初期にかけて機関車が多く 購入された。大正1 5年3月の秋田国有林の衣

林鉄適は5力所、25.4Km、岡軌道は5?力所、 3910Kmであつた。このb

たりを戦前の最盛期として、以後ﾡ材の不足等によつてﾡえてゆき、戦校25 
年位から再び盤んとな り、 32～る 3年頃を ビーク( 例えば昭和る 6～ 37年 

頃須では鉄道はおよそ8 0 0 Knあつた。cして、以下本格的に ト ラック車道に科 

行してい く のである。

今昭和1 2年当時の森林鉄道および軌道と、 国有林野の所在場所との関係を、

地図で示したものが第7図である。この図は先の第 1 〜 2 表の流域別 ( 経営計両 

区別)の森林資源面積、蓄積と結合してみてみる と、時期のずれがあり、断定 

はできないが、類推するな らぱ次のようにいえよう。秋田国有林の最も資源の 

多所C森林軌道 と 鉄道が建設されているのである。つ ま り天スギのかなりの 存在の 

もと、秋田国有林では森林鉄道投資をしたのである。秋田県を南北にわか? 

時、主に北部の国有林に、 万ﾡなく敷設されて行つたととも特長的である。ﾡ 

森の国有林の よ っ、ﾡ森林鉄道等の一部C偏在した発達で社なかつた。

今第5表にょつて、昭和1 2年当時の管内森林機関車を一覧してみる。先述 

のと らC大正末から昭和初めかけての機関車購入が多い。 またガン リ ンや代
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第5衣 秋田国有林におけろ森林機関一覧 (昭和12年)

営林署 動力種別 型式ﾡ後
台 

数
償 考

頭 田

深 戸

本炭ガス

雨-吾-ﾡ る昭運ﾡ
5.5英ﾡ 

ホイットカム 歯連ﾡ式
4. 5 米領

1
1

昭和4年1 2月防入
昭和4年度ﾡ入 (4年8月)

昭和6年産自土式発生極職入_____________

大 舘 木炭ガス ホイっ トカム 施車連鎖式 
4.5米昭 1 B和44度町入 (4年4月)5dオ 2 & 年度 内土式 発生機网入

早 口

蒸汽

蒸 汽

コッベル 6ﾡ連き

66述ﾡ
コツベル 80

2
2

大正 2 年度賭入 (2年7月)
昭和ロ 2 年度照入 1台 (2年9月) 
昭和3年度町入1台 (3年9月)

る 巣

木以ガス 

バ

ブリマス 摩擦結連鎖式
4米の

ホイッ トカム 歯ル連然式
4.5米凹

1
1

大正 1 4年度陽入 (1 4年3月) 
昭B和 7年度浅川式発生ﾡ時入 
昭和 4 年度曜入(4 年 5 月) 
昭和 5年度浅川式発生機関入

木内沢

ガッリン

木炭ガス 

バ

バミルカン 世車側体式
4米ﾡ

浅 野製 強車連鎖式
4 F

酒井製 歯述須式
4.5E

岩崎製 歯車連鎖式
4.5座

1
1
1
1

阳和 2 年度曜入 (2年7月)

昭和6年度時入設川式発生機付(6年 1 2月: 

昭和9年度勝入浅川式発生機付(9年11月 

昭昭11年度ﾡ入出川式発生機付(11年9月)

上卜R仁 木炭ガス 岩崎製 歯車連鎖式
4.5座 1 昭和 10年座職入自生式発生機付(10年10月

七 座

蒸汽

木炭ガス

バ

登一…さー

コッベル 4輪運括2輸従裕
1 0E

ホイッ トカム 歯車連鎖式：
4米E

ホイッ トカム 歯車連式4. 5 米ﾡ

両宮製 6崎連結
5. 5英9

2
1
1
1

大1 3年座購入 (1 4年3月)
昭和 2 年度曜 入 ( 2 年6月)
昭和6年度川式発生ﾡ財入
昭和4年産購入 (4年5月)

昭和 6 年度 白土式発生松財入(11年c取お)

昭和 5 年度贈入 (5年7月)

両上場

ガソリン

木炭ガス

バ

ブリース 摩擦盤連鎖式
4米

役野 製 曲車連筑式
4 E

酒井製 歯立地銀式
4.5直

1
1
1

大正 1 2年度期入 ( 1 3年2月)

昭和 7 年度購入 白土式発生機付 (7年9月)

昭和9年座ﾡ入浅川川式発生機付(9年11月)

代

蒸 汽

ソリン

コッベル 6輪述落
4 E

大日本ﾡ道製 1輪連結
5英n

沼井製 歯車連ﾡ式
4 壁

1
2
1

大正る年度購入 (3年4月) 

大正 6 年度照入 82年8期 

昭和 5 年度照入 (5年8月)

秋 田

木以ガス 

バ

ブリマス 歯1連係式
4 米叫i

製 歯正進然式
、 4昭

岩崎製 歯車連鎖式
4.5直

1
1
1

昭和2年度購入 (2年5月)
昭和7年度白土式発生機購入

昭和 7 年度尉入 白土式発生機付 (7年9月)

昭和11年座ﾡ入視川式塗生像付 (11年2 月)



注 加ロ島繁太郎「管内国有林に於けろ伐木運材法(4)」(昭和13年) P.16～17。

営 林 署 動力種別 型式崛数
「台 
数 側 考

和 田

不炭カス

バ

ホィー トカム 函章連鉱式
4.5米

酒井製 歯車連鎖式 
______ __ 4.5 壁

1
1

昭和 4年度購入(4年8月)同11月15日
成田上 り伝換、5 年度白土式発生機嘱入

_昭和2年座ﾡ入越川式発生機付(9年10月)

大 曲

木炭ガス

〃

ホイブ トカム 西立連9式
d. 5米ﾡ

沼井製 曲連独式
4.5 壁

1
1

昭和 4 年年底入 (4年7月) 5年3月14 三 
刷田上り 伝換, 6 年度ど川式発生扱成入

网和 9 年度曜入浅川式発生機付 (9年10月

真 室 川 木炭ガス
岩崎製 歯立連触式

4.5 壁 2
1

昭和 11 年度ﾡ入川式発生機付(11年9月〕

ﾡ 庄 ガンリン
酒井製 尚i連銀式

2 壁 1 昭和 3年座ﾡ入(43月) 5年4月早日 ・唯美

突河江 木炭ガス 岩崎製 歯車連鎖式
4.5 壁 1 _昭和10年座ﾡ入自生式発生機付(10年10月】

計 37 蒸 、11台
内 木炭ガス 22"

ガソリン 4"

燃(木炭)車が多くなつてきている。作業軌道的に用いられた点とともに、戦 

経済にすすみ、従って燃料を木炭に移行していった ものでも あろう。合計3

7 楠のうち、秋田、和田署以北では31柄である。なお※気後関車の搬出能力 

では扇田署の国産雨宮製での例では、 6ﾡ、5.5英トン、官行貨物12.7る3

、民貨 2,617 w計1 5,350m、運転ﾡ 1 75日、延る40 列車、延型 

車台数 5.143 台であった。

と ころで藤林鉄道〜軌道は、かな りのま とまつた資源のある地域につけられ 

ねばならないが、資源を大正、昭和へともちとたえたのは、先の第る図でみた

よ 9 C、直営生産が連年殆んど多く を 占めて いたこ と %理由の1つと して考え

, られよ9。明治40年までは立木処分が多かつたが、明治40年以後では収種 

量の 60～95 %が:直営生産であつた。明治 2 9年秋田木材K ・ Kの前身林産 

商会に井坂直幹が支店長として赴任したが、後との機械製材の先駆者は、その 

生産原木確保のため国有林の年期特売を契約する。しか しこれは官行研伐村 

の販売に支障がない限りで行なったものであつた。明治4 3年に秋木はる力年 

C毎年77 840w( 28 万石中 2 0 万尺/ ) の丸太の年期特売を うけたが、 
これは官行研伐事業遂行C寄与するためのものであつて、後には秋木K ・KIに 

対する特恵的契約を打ち切つたのである。国有林と、能代地区製材に対する原 

不供給をめぐる結合も、国有林の業を円清化する限り Cおいて存在したこ と 

9までもない事ながら、当時としては、一つの決断を要した、 見通しのい 

る問題でるつたに相違ない。 資源の面からい9なら、 もしこのまま大企業に特 

攻的特売を許していたら、 天スギの豊庫は、 より早く消改し、 また民間では、 

大,2枚の休道5段はできないので、森林鉄道の発展も今日の秋田国有林のほど 

でなかつたと思われる。

さて秋田国有林で、特別経営事業の一環として、奥地資源を大量に生産オ 
・

るために、国策の一翼をCなつて、森林鉄道～軌道を建設するが、先にふれた 

上2に経営事業は大正1 0年で終了する。しかし終了当時の秋田の局長は、 そ 

の益ま引ついで事業を 運営す るとの方針を示している。政策的 cは秋 田 の 森林 

鉄道が楽は特別経営事業の1つであるのだが、ここで問題にしたいのは、 その 

とりな従未の通説のみではなくて、森林鉄道を含めた搬出過和の機械化は、特 

「孑営/菜の勢い に の つた、当時の現地局長の施策ではなかつたかとい う 点で 

多る。今日の局長の戦務からみるならば、大それたことになろう が、 大正期や 

和前期の帰長の訓示、施策方針は、かなり熱心な、かつ、強力なものがあつ 

とと考えて上いだろら。大正1 4年には従米長く在任した、岡田大林区署長( 

ﾡ長)か、行政整理のため退官したが、この局長もかな り 業上の方針を示し 

ている。ととろが、 その後任の貴ぬ局長は1 Q 年以上 も 同 局に 勤務 し、約9力 

月間欧米各国を視察していた時、局長を拝命したのである。その大正1 4年6 

月の局長訓示では、⑴天然更新の汎行、(2)器械力の応用を拡張、⑶林業労働者 

Cオる施設とい9 る本柱をたてた。器械力の応用は当時の搬出手段の改革C 

大きくかかわつてくる。秋田スギ林の分布状態がよくまとまつていて、 器械力 

用の試みは最も適するとし、 その応用を拡げること対し、 進んで実際の施 

※をなして、他の尖端をき り、模範たれ といつて いる。このょゥ な局長の方針

その後の秋田国有林の被械化、当時は、森林鉄道～軌道は花形であつたので 

多るから、それにむかわざる をえず、従つて、昭和初期にかけて万遍C秋田国
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有林に森林鉄道が導入されていく ことに大きな力を与えたのではないかと思わ 

れ る o

しかし先の資島局長の訓示の中で、行財政整理に関する項目があつて、経ﾡ 

の削波の点がちり、 その土木事業の中での方に、位かしか予算(404216 
円)を受けないので、最少の経費で最大の効果を収めよ、軌道の節約、保存に 

細心の注意を払えと述べている。当時つま り大正1 4年の局報に、扇田署では 

官役人夫の死傷者が管内の中でも最高の方Cなつたが、 その原因を次の よ9に 

記されている。 それは、(1地勢急綾、(2)工程が過ﾡであつたこと、つま り経量 

が:不足で、 工程に対し貫金が低すぎたが、 無理をして作業をさせるので事故が 

でる。(3山神祭の酒主で経節約でやめざせたが、労働者は縁起をかついで、 

山神の崇り をおそれ、作業に知らずの9ちに影響したとのべており、 かに当 

時山林局つま り国有林が、安上り 直営生産に拍車をかけていたかがわかる。そ 

のしわ寄せが労働災害と低賃金となつていたと とが、容 另にこれで示されてい 

ろ。との国有林直営生産事業の合理化については、伐採過程をも含めての論争 

が:あるが、 大正1 5年に個人功程払いと共同功程払いと、 何れが事業に能率的 

であるかとい9議論が、局報を通じて、局員と署員間で行なわれ、当時の秋田 

国有林直営生産事業の合理化が、 かに十さま じへものであつたかの片ﾡを知 

ると とが:出来るのである。

秋田の森林鉄道に上る木材運材で注意しなければな らないととは、鉄道流域 

は国有林が多いととつま り 民不•林が少ないこと、央地の部落道が鉄道の敷地に 

そのまま移行したととろもあり(仁、ニッ井など)、位品の差による差顔地 

代の発生として直ﾡ的にらけとめく点である。仁ﾡの場合、 道路は森林委 

道の線路と化したので、私有林産物を搬出十ることは無論、地元部落民の生活 

なし生命全部を森林鉄道がおさえていると とである。国有林では地元民に対 

してたとえ無料で ト ロ リ -それ らを乗車させたと しても、ま だ各種の制約が 

あり、ととに民間林産物に対しては輸送手数料がかかることであるから、とく 

C国有林が地元を優遇をしているといら ことは過当評価であって、当然のこと 

であり、地元の生活の自由C制限を加えたことになる。 土地提供、買上げと 

い う ものの、 は上からのお しつけ と取り 上げに通 じるも のがあつた といわれ、 

ず故は従つて必然であつた。例えば自分の ト ロ リーを干稲運搬用に夜間無断で 

奈林執ﾡもちこんだが、 下から山にむかつてﾡ路を用いる ト 日 リーと単ﾡの 

ために衝突し、死台 こなつたり、安全運転のために地元民の台便采を断 

わつても、断わり切れず、 その列が脱ﾡ転表し大事故になつたりしたことを、 

力,で多く岡くことができた。これらの原因の1つには、 自分の土地(田畑、 

#野)を国有林Cやつたのだ、 あるい取り上げられたのだから、少しはこち 

ら (地元民 ) の無理 も 西いて も らおら といら相対的事情が:あつたからでもある。
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(3) トラック輪送の全盤

他の国有林に比し、かなり多くﾡ設された森林鉄道、流送による運材といつ 

た、他地方ではすでC下向をﾡる手段も、 秋田ではかなり遅くまで残存した。 

従って、秋田ではトラックはむしろ民間が先に発達したのであり、国有林では 

ゃつと昭和1 4年頃から導入されだした。例えば静岡県天地方では昭和の初 

期か ら利用しだした。北海道庁でも 昭和 8 年網走の事業区 で用いた。

戦後昭和2 1.～24 年では、全運材量の 4〜6%しかトラ ックを利用しなか 

つたが、同42年では、 全体の2/3を占めている。 しかしこれは民間に請負 

わせるや り方である。

またトラックは冬季手より夏季の方がよく適し、第6～7表のように、昭和2 

4 年度では夏山8 るるであり、同4 1 年度では集運材と も であるが9 8%と 

なつたが、 42年度以降はﾡ用安定化一季ﾡ性の克服のために、夏山をへらし、 

冬山を多くするよ らCかわ りつつある。

先の森林鉄道のととろにも述べたよらC、森林鉄道の徹収と ともに、トラッ 

ク道が建設されているが、これは鉄道の生活権C対十る干渉C上 り、その度合

第6表 集運材の夏山, 冬山割合

運搬別 年度別 夏 山 冬 山 | 運搬別 年度別 夏 山 冬山

21 5み% 21 75? 2
集

22 51 49
運

22 72 28

25 57 43 25 86 14
材

24 58 42
材

24 85 17

注 前掲第3図に同じ, P.77。

第7表 以山, 冬山生産量の制割合

伐 木 造林 集運材

ご に 比 室 数 量 比 率

41年度 夏 山 604,651 m 989% 594660 m 9a1%

" 冬山 7,454 1.1 11,560 1.9

計
・

611,10 5 1 00 606220 100

42年度 夏 山 628.986 975 657,564 96.6

" 冬山 16410 25 22.427 5.4

計 64 5,59 6 1 00 6 59,821 100

注 第6表に同じ。

が小さ く なつたと ころである。地元が国有林からやつと離れられる時代に到来し 

したのである。

ﾡ林鉄道がトラックC移行していつたのは、一般道路の発達、自動車工業の 

仲長を店礎とし、自動車のもつ簡便、経捷性の一般的条件と ともに、あと10 
〜 1 5 年先性 だけ しか天ス ギの資源がな くなつてきたな どの資源包蔵力の劣化 

とともに、膨大な維持、管理費一生産費の節減をはかったためであって、合理 

化の波にのつて、 トラ ック にきりかえていつたことはい うま でも ない。じかし 

従来無料で乗でき た森鉄がな くなるといらことから、反対通動がおきている。

また国有林直営上 りか、直営請負によ り、つま り運材部門のみ民間ト ラックに 

・り運材を行なつていることは、種々の問題を内包し、 1つCは先の仲仕組の

今日的I とでもいえる内容を含んでいるのである。つま り企業の危険負担を国有 

林がおわず、民C肩がわりさせているからである。
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4.結び

とこで、以上の補足と要約と結論を述べたい。

先ず補つてお き た投出技術はﾡﾡにつてである。こ と で雪ﾡとい う のは、 

人力の1本ﾡ、その他人力!によつて雪松を用いて丸太を集迎材するもの、また 

は畜力によつて タマ、 チ、 ヨッ、 その他のﾡをﾡいて丸太を業運材するもの 

凡てを包含する。この’当話も 当初人力空 たは畜力から、戦後の接近では ト ラノ 

夕による雪ﾡ搬出ま でC発達している。昭和4 1 年度は ト ラク ク楽材がる7% 
どなついる。要するに秋田の冬季搬出は雪幅を、各種の動力源で運搬するとと 

である。しかし先にみたように、 次第に冬山から夏山に移行し、 トラック選材 

にかわっているのだが、歴史的にはかなり求要な搬出手段であった。

集材機については戦後昭和2 4年ごろから盛んにな り、4 1 年度は ラ 5.82 

が楽材機により、紫材過程を担当しているが、昭和る7年、全幹集材を行「、 

たととは、林業採取技術史の上から、特筆されるべきであろり。何故なら従来 

は伐木一造 材-集材一遜材とい う 生産工程以外に、採取過種の技術体系を考え 

られなかつたが、集 材機 Cよる全幹集 材で、伐木 -集材一ﾡ材-運材といら工程間尚の 

技術順序を変えたか らである。

さて、 本項では具体的、歴史的な運材技術の実態を述べるととにより、むし 

ろそ 9 ヘ 9 膨大な実態の中に、一体秋田国有林の運材技術の特質は何であつた 

のか、 そのみ何か、それは何とかかわったためにそう なったのかなどの行 

路各を、 かな紙教の中にまとめてみたいと思つたのであつた。しかしかえり へ 

て、 力不足のため整序だてて十分に把掘できなかつたきらいがある。たとえば 

技術の直ﾡ担当者である林業労働力の折出過程、 民有林技術との結合の過程な 

どは、 質料の制約があつたとはいえ、 述べたりなかつた1つであろう。

約85年の秋田国有林の運材過程の発展をーロでいつて、 主残な変化、例え 

ば森林鉄道(軌道)ートラ ック とい う変化がある とすると、具体的、個別的た 

その変化の土台をなす理由あるのであるが、 もつと明確に、内発的矛盾が表 

面C流れ出るよう、 それが移行してゆく背景がでてとない。しかしこれは1 

つは筆者の力不足もあるが、今1つは本来技術の変化というものが、何も急に 

前面に出るわけではない。ジリジリ と長い期間を経る ことによつて、生産関係 

○変化があるのであ り、技術 も当然そのより な形でかわらざるをえなかつた と 

みるとともでき上ゥ。

とれらをふまえなが ら、今大体妥約して秋田国有林の運材技術の特質をのべ 

ると、

①かなり各種の搬出手段が入りまじつていて、相互に補い、重なり合いながら 

展捌している。

②その中で秋田の 自然条件 ( 地形 ) に適合しない もの、つま り 急峻地に 通す る 

技術はのびていへない。修羅、 木馬。反対に地形と他の 自然条件(積雪)に適 

した手段が基礎になつて発達した。雷ﾡ類、流送。この中にここに特有な 1 

本ﾡの上 りな ものもでた。

③重要な運材手段である流送、森林鉄道などは秋田県北部に比較的万迫に、広 

く 普及 した。 と れは 1 つ に は資源 分布 の 故で もある。

③他に比し、新しへ手段の運材技術が1 0～1 5年おくれて展開している。

あ伝来技術として、木曾からの矢来、これに対し伝えた技範として北海道への 

タマ(板 )ﾡがある。秋田から北海逆に明治 4 3年頃既に伝わつていること 

が報告されているが、藤琴営林署で長く利用したが、北海道では旧来全般的 

に広く 用いられていた。
\

③他の技術とのかかわりを考えると、第1には、 立ち枯し法があるが、 これと 

運材技術の関連は直接的にはみとめ られないであろ り。 立ち枯し法は材が軽 

く力り、 迷材が楽になるといら利点はあつたが、資本回転期間の長期化、木 

登り労働力も枯してきたととろから、消滅したのである。また明治45年 

丸太の集約利用の上から寸前は廃止されたが、 運材対象と してはむ しろ寸前 

は運搬に適 してたのであつた。しかし木材需要の上から当然利用が優先 されたで 

あろ e第 3 に 加業技術 との関連である。とれは、文献 の 制約 も あって、その間の 

かかわりを上く認める ととは出来なかつた。例えば皆伐施菜だから森林鉄道が

-36- -3 7-



普及し、択伐施業ならば地引きだとうような論議はしにくいのであり、運 

材手段と しては、 むしろ車道端に集積された丸太を多量に運材するだけの技 

術であり、 むしろ施業技術と直接関係をもたせて考えられない性公を内包す 

るのでないかと思う。

結局とのよ9 な特色を有する秋田国有林の運材手段の存立進盤は何であるの 

かという ことである。それは、安定した天然スギの宝庫が従来存在したとと、 

一部の地元製材大本への特恵的処分をやめて、 大正初よ り直営生産を収穫量 

の6 0～9 0%近く行なつてきたとと、国有林採取伐出労働力をささえる、地 

元の半農半労型農家が存在していたこ と、 連年生産を可能な ら しめた能代製材 

業の存立等であつた。

ただ国有林の運材技術を存在させていた明治 1 9 年大林区署開始以来の 1本 

の太柱がある。それはいうまでもなく 合理化政策である。後出の交献にはい 

つの時代でも、生産の合理化と労働力不足が述べられている。これが運材過ﾡ 

の高度化を進めるいつの時代でものﾡい文句であつた。明治る 2年特別経営事 

業開設当初は当時の大瓶省の山林局に対して の収益の国庫増収 をはかる こ とに 

利用された。特別経営事業が大正1 0年C終了しても、当時の現地責任者は器様 

力を導入すること を力説し、実行に移した。その うちに不況が到来し、社会政 

策的山村国救事業による林道設置が行なわれたが、それが未だおわらぬ 5 ちに 

戦時体制に入り、設備の代用品時代となつて、終ﾡ過ぎまでつづくのである。 

戦後特別会計となり、公企業性が至上命題となり、経営合理化政策、生産力増 

強計画がたてられた。との上 うに各時代によ り表面の言葉はかわるが、合理化の 

追求、収益向上とそ一した秋田国有林C課せられた目標であつた。だからそ 

ういう波忆のつて、運材手段が導入され、 土地産業という特殊性をもつ連材技 

術の場合、 不安定な自然条件を克服することであり、この意味から流送より森 

林鉄道に姿化してきたのである。 またトラックがさ ら有効と なつたのである。

だがとの至上命題は矛盾にみちた %のであつたととは、一方で経営合理化の 

ために桜械化を奨励しつつ、一方経費節約をせねばならず、ために労働者の事 
故誘発までかなり起こしているのてある。 また森林鉄道を敷設した場合、表向き 

そ は鉄道を利用させる とい9こと で地元に国有林の恩恵を与えているよ う c考 

えられていたが、 部落道を森林ﾡとしたために、部落民の生存にいちじるし 

く制限を加える結果となり、こう 考える と、これは国有林が土地(道路)を奪 

つたものと もいえるのではない だろ 5 か。
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田 県 大正1 5年
秋田泉第 4 4 回統計書 ( 幼業潟 ) 秋田県 昭和 3年

秋田営#局 牧野に関ナる調査 (2) 秋田営林局 " 5

田 県 昭和4年
秋田県49回統計書 第2樋(勧業) 秋田県 " 6"

田 県 秋田県林業一ﾡ (昭和8年8月) 秋田県 " 8r10"

秋田営林局 連絡林道調書 昭和 8 年度 秋田営林局

田 県 秋田県林業概要 (昭和11年) 秋田県 " 11"11"

秋田営林局
昭和 12年3月 秋田県北秋田郡

国有林野所在町村勢調査書(第2巻) 秋田営林局

当岡直人 秋 田 杉林の 成立並 更新C 関 る 研究 社団法人
典林会

" 14"_3"
— 41 —



担者訳者 題名 発行所 発5年月

秋田県師才
秒田女子師
学校 (共)

ﾡ合郷土研究 秋田県 昭和1 4年4月

秋田営林局 昭和23年2月 管内概要 秋田営林局

森林鉄道保安規定

昭和？ 44座 (同有村野, 民有林野) 
秋田林来後計

・ 25年

秋田財番経営役議絵会 秋田県庁林政繰内 
秋田府師然編i " 26"10
会 ・

" " 昭和25年12月 秋田県の林楽

秋田営林局 管内団有の運材法 秋田営林局 
交林ﾡ楽部

" 26412
加島繁太郎 
消水利久 丸者 秋田の伐木退材 社団法人 

日本木材加工技術t 
会

" 28"8

秋田営株局監査採 昭和 31年5月
作業標ポ功程表(5(千,耐は運材)

山大学学部 
沢田和博

林野庁

山に働く人々 一合理化と斗う国存林労者

米代川Cおける戦後の後流送と f代木材だ

全木野労働超 
合中木 部

日ホ学会「第る 9ママドa一.. 1人 /、 、

・ 34"8

"34"G1953)

稲皿加渊階i魅線 
中心と して

職が•姐会 

林野庁

札礼続営林局調査班 秋田 営林局に ける製 吊 小麥の彼浮化、 8局在

遂山第=タ 恐るべき労働郊1巻 山談に係人々 "当。・ * 56ハ9"
秋田県林楽経営 
商議会事務局

秋田県林業の現状と問題点 ﾡ 體：

" " 秋田県林業の現状と問題点 昭和37年4月

小林 裕 #希と機化Q民一端舗数2器 日 本林業調会 " 5871w

能代市 能代 市史稻 a7隊く選。だ*," 能代市役所 " 39"3"

秋田営林局 八十年の回願 財団法人 
林Y会 " 39"る。

山 脈 第33号 山脈綱集部 " a2"7r

・を駅者 書 理 名 発行所 発行年月

一,, .、ど,.会..

卜# 裕 北海道林業における採取技術の展開
北海林業ろ 

I」(日本村
昭和4 3年3月

・会部品;2年)
所

秋田営林局 秋田○杉
林野弘済会 
秋田支部

3"3い

d林公秋田統計
■養事務所

秋田の米 昭E和43年3月

秋田営林局
昭和 4 3年
秋田営林局事業統計書(昭和4 2年度)

秋田営林局 " 43"9"

#野庁経済課
昭和4 3年4月
国有林材の流通田お よ び河費に関すナる調1) 一秋田天然スギー

林野庁経済課

「い驚治 出稼ぎ 一少年伐採夫○起知一
株式会社 
三省堂

"45" 9『

秋田営林局 管内概(1969) 株野弘済会 
秋田支部

" 44 "5 4

響w 井坂直幹伝 一人とその事業 " 44"9"

北羽新報社 能代のあゆみ -ふるさとの通代一 北羽新報社 " 45"1"
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参考文献 「林曹会報(含会報)」Cあらわれた参考テーマー覧

教筆者 題 名 巻 号 年 月

利用 任 国有林野産物売払処分状祝 第 7 号 大正 6年 2月

傍ﾡ生 木曾 の 伐木通材 法 "9" " 6"4"

荒川周太郎 ﾡ業用材にﾡて "11 " " 6"6"

矢守生 回顧録 (14) "19 " " 7"2"

大館日野 受材還搬法にﾡいて "24" " 7"7r

林学博士川瀬善太郎氏講演 "25 " " 7"8"

山林技手山栄作氏土産談 "32" " 8"3g

山栄作 能代府木場説明書 "36 " " 8"7"

署員の生活発に關する配空 "42 " " 9r2"

森林労働組合一覧表 "44 " " 9"4"

1
秋田大林区署内森林労ゆ※生活状な調査交 
大正八年冬季ノ分( 大正8年1 0月5年4月) 
ーケ月平均

"49 " " 9#10"

湯沢生 満葉樹の管流事業 "55 " " 10" 4"

秋田大林区署管内森林労者生ﾡ状ﾡ調査表 
大正九年夏季ノ分 ( 大正?年5月～9年? 月) 
一月や均

"55 " " 10" 4"

徳宜昭 秋田杉の伐木途材及運材 "56 " " 10" 5"

岡田大林区署長
商 話

宮, 高松宮両殿下Cﾡ従し特に感じた 
事ともに就いて

" 5? " " 10" 8

取影子段下長木沢国有林及能代町木場容見学 "59 " " 10" 8^

徳宜ﾡ 秋田杉の伐木造材及運材 " 62 " " 10"11"

貴造林課長み京 業業働動の歳勢と之れかと しての株 "62" " 10"11"

蛍者 題 • 名 巻 号 年 月

早口
坂沼 生 飛地方Cかける官行伐木事業の組ﾡはなて 第65号 大正11年 1月

富ﾡ業治郎 部品式集材根 "64 " " 11" 2"
秋田大林区署管内森労生活状況調査表 
大正九年冬子ノ分(大正9年1 0月～10年4月 
)ーケ月平均

"64 " " 11" 2"

能代 
佐々木静次郎

仁ﾡ事業区に 於け る 収入問伐○ 突行 "65 " " 11" 3"
早口 
仮沼_生

能代 
魔野平介

研伏事業改典 に就 てﾡ感数則 "65 ・ " 11" 3"

杉造林地間伐実行に 就tて " 66 " " 11" 4"

他宣 昭 秋田杉の伐木造材及連材 (3) "67" " 11" 5"
上小四仁
丸 岡 繁治間

杉の伐採点低下に就て "67" " 11" 5r

上小に小区ﾡ報 渇液流助件止期に於け る 皮剝作業空 就 て "67" " 11" 5"

秋田土
高田初五 郎 浅木趣に違材 に使用す る 締具に 就て "68 " " 11" 6"

大正11年産小林区学長会設=於ケル 
岡田秋田大林区新長訓示要旨 "69 " " 11" 7»

記 事 (小林区署長会議) "69 " " 11" 7"

ﾡ宣 ﾡ

秋田

秋田杉の伐木造材及運材(4 "70 " " 11" 8"

高田 生 伐木C対し是ﾡやり来りたる事柄 "70 の " 11" 8"
早口
伝沼 生 ッテ見1した "70 " " 11" 8"

岡田大林区署長講波筆記 "71 " "11"

清水 生 阪神地方に於ける期樹の利用状況 "71 " " 11" 9"

精水 生 阪 神地 方 に 於 ける 濶葉 樹 の利用状況 "72 " " 11"10"
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執 歩 者 題 名 巻 号 年 月

秋田小林区署管内
仁別国有林森林労働者慰安会

第72号 大正11年10月

岡田大林区署長勝次 森林労働と勤験険 ."73 " " 11r11"

安原 生 忍葉樹の利用に就て "73 " " 1 M 1 1 *

秋田○森林上 り

秋田大ル区家内恐さおホッ方み生活状の調合表

"73" " 1111"

大正1 0年冬子ノ分(大正1 0年1 0月～ 1 1年4月)ーケ月平均
"74 " " 11『12"

仙台山国有林保護会第一回総会 "75 " " 12" 1 •

伊藤源治
大正11年

大館林産物品移出入概況
"76" ・ 12/ 2

氏家守康 東京木材市場に就て "76 " " 12 2"

秋田大材区管内奈労分者生活状ﾡ3安 
大正11年夏季ノ分(大正11年5月～11 
年? 月 )ーケ月平均

"76 " " 12" 2

斫伐竝苗画定夫召集席上
岡田大林区署長訓示 "77 " " 12* る"

秋田
高田初五郎

会議に感じたる事 "77 " " 12" 3"

扇丑
望 ■ 陽

斫伐改善の失敗の痕跡 " 77." " 12"3"

ﾡ 報(造林竝斫伐に関する協議会) n 7 7 " " 12" 3"

条郷生 大材と 細材の製材賃金比較に就て " 78 " " 12" 4"

TTントンビグ・マ1Hロコーマン 
ﾡゐ政吉

伐木 斧 の 選択 に 就て "82" " 12" 9
生保内

丹波金四郎
丹波决改良土福に就て "82" " 12" 9

佐藤山林局林業課長訓示要 旨 " 83 " " 12"10"
秘田

高田初五郎
山(C依 っ て生け る村 " 83 " " 12"10"

執筆者 ﾡ 名 き 号 年 月

貴 相 林業 課長 指示事項 第 84号 大 2年11月

イH1/\iT--- to【ンNvドプ【日〜1! CC ーー 
大正11年冬季ノ分と, 大正1 2年及ノ分

"85" " 13" 1"

法 砕 ﾡ争決ﾡに関 し (小林区署術当各位に望 "86 " " 13" 2"

英可邦 ( 秋田県管内小林区署長及造林署長 " 86" " 13" 2"

高橋久治 秋田地方の植付季箱 に 就て "87" " 13" 3"

城 南 事業地巡り "87 " " 15"う"

早口
飯沼文三郎

弁ﾡ象映 け "97 " " 13" 3"

七日市坊 雪ﾡ運材について " 87." " 13" 3"

粕 
仮沼文三郎 ポﾡ余映 ・ "89 " " 13" 5"

条郷宗次 伐採は更新で ある "90 n " 15" 6"

生保内 
ﾡ谷武雄 ﾡ, 杉伐更新に ぬて. "30 " " 13"6"

活田 
佐々木忠吉 製○途林に就て " 20 " " 13" 6"

秋田遣林ﾡ
徳宣 警 造林労働者 心理状態の考察 "90 " " 13" 6"

毛馬内
佐藤俊造 ﾡ林人夫夢集にﾡて "90 " " 13" 6"

三好哲男

阿仁合

管内造林面積調 "90 " " 13" 6"

宮越房雄 遊林専業労務者に&て "90 " " 13" 6"

岡田署長 沸 示ﾡ旨 "?1 " " 13" 7"

北 ﾡ 官役へ夫負傷防止に関すナる突験 ".92" " 13" 8



執筆者 町 名 巻 号 年 月

出品者 
早ロ小林区署

業務民ﾡ

デ ・〜.【..【』ミア rweイrうオーいノ t、!、+ ー rTハー+

第9 5 号 大正13年11月

央行終マ算療と門製数影別" " 97 " 14 2r

桜田久作 製炭さ業詞在 " 98 " 14" 51

駒林広弥 高 知 営林 同管内 に 於け る作業の要 " 99 m 144 4"

サムカワエ 生 雪 ﾡ 制リ 動器につて ・100 " 14" 5r

貴 B局 長 訓 示愛領 "102 " 14" 7"

江山栄作 官 役人 夫 の 死 もに 就て ・102 " 14" 7,
上小阿仁H ・ M 小阿仁森林鉄道完通所廠 "105 " 14/10r

ﾡ 報 (小口仁森林鉄道開通 式ﾡ祝) ・105 ル " 14"10"

角館
経尾生 炭材週搬器に就て "106 " 14/11"
秋田営林局長 
貴島圭三

秋田県の国有林 7107 " 14/12"

秋田
駒林 生

雪ねインクラィン "109 " 15"2"

元井 生

営林局 
稲生隆策

山村振興策 "111 " 15" 4

個人功程と共同功程K就て "111 " 15" 4"

感
彼沼 文三郎 個人功程 と共同功程の得失に就て "112 " 15 5r
稲生隆ﾡ 
お ほ つ か

利用に関するとと ㈠ "112 " 15" 5"
新庄
舟山 生

炭材運投為について "112 " 15/ 5"

・a大ほ別くを乗ふ該32wヶ) "113 " 15" 6

一載者 題 名 ・ 号 年 月

営月 

生ﾡ策

( ・ ) 農林大臣训示 第113号 大正15年 6月

再びﾡ人功和と 共同功程に なtいて "113 " " 15" 6"

生散策 
おつか 利用に関するとと日 "113 " " 15" 6"

上卜仁T ・ K 鉄道貨ハン ドブレーキ愚見 "114 " " 15" 7"
生隆策

*ほつか 利用に関する とと仰 "118 " " 15"11"

三セ 生 析伐小業従業労働者の需給関係に就て ・118 " " 1511"

A営林署報 鹿巣営林者恵霊察,森林労の者表彰式 
慰安会, 林道開通式板況

"119 " " 15"12"

小円仁央山よ り 台 (題)無し 円 "121 " 昭和 2年 2 I

川上 文 利用に関するとと "128 r " 2"9"
仁齢懸所 
百田父蔵 利用機械の発明考案に 対する雑々 "150 " " 2"11"

大塚良蔵 利用に関するとと "134 " " 3"3"

小H仁央山 上 り 索道迎材に就て "135 " " 5"4"
ﾡ生隆策 
川上親文 運搬装世の- 形式 (略越インクる1で "139 ・ " 3"8"

小円仁央山生

秋田
新林千代治

簡易索道運材所感 "140 " " 3" 9"

網掛伐倒に就いて "140 m " 3"9"

写 真( 鉄業選搬作業 ) "146 " " 4" 3"

写 真(鉄索運搬能力) "146 " " 4" 3"

#崎直人 然田薪の斫伐経岐「木本米」Kc関する新研 
究 "147 " " 4" 4
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ﾡ,筆者 題 名 巻 号 年 月

大塚度蔵 森林鉄道用機関車選定上の注な 第148号 昭和 4年 5月

森 ﾡ郎 管内森林事t ○概概 "150" " 4r7"

高野 生 東京営林局管内視察城妥 □ "150" " 4"74

森 砕郎 管内森林事情の枚気 "151" " 4"8"

谷 ロ生 東京営林局管内祝察概裂 台) "151" ・ 4, 8,

秋田杉 ・152" " 4" 9r

秋田営林器編 仁別の森林 ・ "153" " 4"10"

収程係 
男全 生

抄 録 "1 53" " 4r10"

作業係 木に際してのﾡ木損はに就いて "15 4" " 4"11"

谷ロ生 東京営林局管内視察ﾡ長 () "154 " " 411"

近藤 数三郎 嬾晶神案(3インクラインと "15 5" " 4012"

森林労働者生活状態調 (ﾡ羽)

" 室引月
"156" ・ 5"1"

x・I・2生 大材運搬用軽優ﾡ道の変型について "159" " 5" 4r

s 生 丸太探材法 "160" " 5"5"

落 合
機 械 子 自働制動装置貨車の試み "162" " 5"7"

梅原延広

大ﾡ

長木沢の森林 "162" " 5r7"

円 部 生 軌道の母大勾配 "162" " 5"7"

清 水 生 洒 容器と しての杉に戯いて "1 63" " 5"8/

落合
T・ X生 の後の命易案道 "164" " 5" 9.

執筆者 題 名 巻 号 年 月

三ム 超 新虫ﾡ用制動機(登実用新央第1458 
80号)

第166号 昭和 5年1 1 月

当常神次郎 米国○#系1 り (承前) "170" ・" 6"3"

*ほない 簡易鉄崇運材に就て "171" " 6" ・"

岩崎ﾡ次郎 米国 の 林業 より (ﾡ) "171" "6"4"

当常ﾡ次郎 欧洲○林茶上 り Q)く写真) "173" " 6"6"

・ "・(9)(写真) "174" ・ 6"7"

・" (4) "175" "6"8"

" ・ (5) "176" "6"9"

円仁ﾡ起工 "185" "7"6"

田 な犬 森林継営と木炭 "186" "7"7"

岩 崎 名次郎 欧州○林業上 り5(写真) "186" ・ 7" 7"

時局国教山おﾡ係予 "187" "7r8"

同収穫
T・ 生記 鉄線連撤装蠶見聞祀 "13 8" ・ 7"9"

秋田
新林千代治 軽便削動器に就いて "190" " 7./12"

普林主任協議会席上島田 局長訓示要 "192" "8" 1

七座 
近藤益三郎

s用Wノのテzg (鹦編 

会築)

"192" " 8" 1"

丸太貨車積込に於ける根力操作の一報 
告 "192" "8"1"

能代営林署 改良された る 貨車積込 装置 〃19 3" "8" 2"

岩林局長会議 ニ於ヶ 内岡総理大 臣示 "197" " 8" 6"
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執袋者 2 名 巻 号 年 月

後*林大臣灯示(麓器地繼

巨宮圧ニポテ)

営林局長会譲= 於ケル 山株局長脱示要旨

第197号 昭和 8年 6月

"197" " 8"6»

の任会議=於ケル田営局長受訓示 "197" " 8"6r

条 報 ( 仁別国布林視察 ) "197" " 8 * 6"

村上利用課長 ﾡ下の経済不況に8て (貴上m山#合ﾡ 
合会総会版上?び変 
旨)

仁別麻林軌道延長

"198"

"199"

" 8"7"

" 8"8r

途林課
昭和 7 年度

"201"

202"

" 8"104

" 8"11r

"レー ピコTTYヴ tdy「卜ぐ , レミ"ー プバて メド Yードバ

" ・ 日

・ ・ ・) "203" " 8r12"

ﾡ開算替局管内国有林位認並福物分布ﾡ "208" " 9"5"

舟形 

芳樹生 山村更生に関する考家け "209" " 9" 6y

話。。鉄登留い.ん.。4# "20?" " 9"6"

東京市場=於ヶ ル木材及木炭相場 "20" " 9"6"
舟形
芳機生 山村更生に関する考衆 ヒ "210" " 9" 7"

東京市場二於ケル木材及木炭相場 "210" " 9" 7"
形
芳ﾡ生 山村更生に関ナる考察 台) "211" " 9r8"

< " ・ ・

東京市場=於ケル木材及木炭相場 "212" " 9" ?"

・ ・ "21 3" " 9"10"

筆者 ・ 名 堂 号 年 月

林 課
昭和8年度
秋田営林局管内ﾡ放守来の実続及効央のあ要 第214号 昭和 9年11月

東京市場=於ヶ ル木材及木炭相場 "214" " 911"

林 課
昭利9年度 □
秋田営よ管内救事着の実独及効央の毎の要

4215" " 912"

田代担当 区 我が担当区を語る "215" " 9"12"

林 課 沼和8年度 白
秋田営林局管内六国救事業の実ﾡ及効果の概要 "216" " 10" 1"

営林署を巡りて (秋田営林署) "216" "10" 1"

森林軌道の話 "216" " 10"1"

東京市場=於ヶ ～木材及木炭相場 "216" " 10" 1"

営林署を※りて(能代営林署 ) "21 7 " " 1 o/7 2"

P仁合営林署 
中村担当区 我が担当区を開る "217" " 10" 2"

東京市場=於ケル木村及木炭相場 "217" " 10" 2"

久欣千代太郎 山地所伐作業器具の一改きにつWて "218" " 10" 5"

上内仁営林署 
税形事一, 二担Z 我が担当区 を語る "218" " 10" 3"

• \
東京市場=於ケル木材及木炭相場 "215" " 107 3"

鈴木初太郎 簡易鉄線運搬装置にﾡいて "219" " 10"4"

営林署を※りて (上小阿仁営署) "219" " 10" 4"

東京市場=於ク ル木材及木炭相場 "219 " 10" 4"

"220" " 10" 5"

中村 久 素材平均単価に就いて "225" " 10"10"
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執銃者 旭 名 巻 号 年 月

清水重道 運材署会 御225号 昭和10年1 0月

東京市場=於ケル木材及木炭相場 0227" "10『12r

"230" ・11r 3s

"230" r11" 6r

営林署長会証二なケル 
石原秋田営林署炎訓示ﾡ旨 "257" "11『100

鈴木初太郎 簡易鉄線運搬装置にﾡいて "239" ・ 11"11"

森林手余録 "238" "11/11"

石原局長年速ノ換ﾡ "239" "12" 1"

芳場生 山村更生にﾡする考察 (4) "242" "12" 4"

営林局長会譲ニカケル
山林同長説示要旨 "243" "12" 5x

上小阿仁
ケイ 生 尾ﾡ地方の林業をﾡ く

メメルFAマなーノ

"2-43" "12" 5*

・ーホ ブ ピ

石原局長削示要目 "244" "12" 6"

東京市場=於ケル木材及木炭相場 "245" 12" 7,

河経が更生 
廷生長人 第2回山村更生研究会に臨んで ㈠ "2 46" "12" 8r

・ ・ ・ 4247 "12" 9*

内閣総理大臣 
近術文磨 国民精神動員=際ン国民型=望ム ".24.8" "12"10r

・ : " ・ 田民精神総動員突践=関ス ル件 "248" "12"10"

延・生長人 第2 回山村更生研究会に臨んで台) "248" "12"10"

抄 録 ( トラック通材に就て ﾡ品) "251 " "13" 1"

-54 - -55-

執銃者 題 名 巻 号 年 月

営林局長会議=於ケル山林局長ノ説示 第255号 昭B和13年 5月

営林野長会議=於ケル 
石原局長訓示 " 2 5 6 " "15" 6"

ﾡ生長 人 経ﾡ更生ﾡ指 白) "256" "13" 6n

m島繁太 郎 台本ぬ を一週 じて 仁 "257" "13" 7"

斫伐林業夫芸成所開所 "258" "13" 8"

加島繁太 郎 管内回有林に於ける伐木運材法 け "258" 13" 8"

岩崎準次 郎 欧州○林業よ り(写真) ・258" "13" 8"

力島常太 部g 台湾本島を一週 して 四) "259ル "13" 9

加島繁太 管内国有林に於ける木運材法 ・ " 2 5 9 " "13ル9"

生長 A 経済更生・点描 国 "259" "13" 9"

七座営# 署 羽根山沢研伐林業夫成所の開設 "259r ・13" 9"

岩ポ次 郎 欧州の林業上 り (写真X59 "259" "1る" 9"

m島茶太 郎5 管 内団有林 に於ける伐 木運材法 ・ "260" "13"10"

岩崎準次 部8 欧州の林楽上 り (写) (59 " 2 6 0 " ":13"10"

加島繁太

角館贊暦

郎 管内国有林にかけ る伐木運材法 ゆ)

伐木 狼材にかける床の動置に関ける研

"261 "

明 "261" "13『11"

能代営# 署 仁第斫伐栋業夫養成所便り "261" "13"11"

岩 ﾡ単次 部 欧州 の林業 ・り(写真) (90) "261" "13"11"

" " (95) 4262" "13"12"



教筆者 曜 名 巻 号 年 月

高橋 明
百

伐木, 造材に於ける札の動態にて関ける研究 第262号 和13年12月

加島繁太郎 管内国有林に於け る伐木運材法 G) "2 6 2 " " 13"12"

・ ・内 "263" " 14" 1/

本和 14年1月中仰京市※型値保的 "263" " 140 14

加島繁太郎 管内国有林に於ける伐木運材法( "264" " 14" 2"

高橋 明 木, 適材に於ける祉夫の動態に関けナる研) "264" " 14" 2"

加島祭太郎 管内国有林に於ける伐木運材法 い "265" " i4" 3/

秋田営林局長
原 三六 本年M於ける喇営林局の事業施殷に就て "267" " 14" 5r

大ﾡ営林署 営林署木材業者進合座該会 "268" ・ 14" 64

形米
松岡福五郎

鷹栄営林ﾡ
ﾡ道状況と保線作業

"279" ・ 15/5/

伊東滋美
長木沢国有林の今昔 "261" " 15/ 7"

管内営林署長会後=於ケル 
原営林局長 訓川 示

"283" " 15 9

飯品 港 国有林野経営 と地元施設 "2-84 " " 15r10"

地元施設課 
山ﾡ栄蔵

林業労務者の災害防止に対する一考察 "284" " 15"10"

地元施設課 
田村美奥治 務者施設に就いて "284" " 15/10パ

安藤 浩 重力式簡易索道装置 4288 " " 16/ 2"

(研修1月号児施過 抄録 ( 林葉労務管理の根本精神 ).
山 添 荷 三

工沢ナよ2

"288 " " 16" 2"

/小\ 日 仰％
安藤 浩 重力式ﾡ易索道装置 (共2) "290" " 16" 4r

阿仁合
近・田正者 斫伐労欽に就いて "293" " 16"7w

-56 -

執筆者 題 名 巻 号

!

年 月

写 真 ( 隔に よ る 土恨運材 ) 締296号 昭和1 6年1 0月

営林署長協譲会ニ於ケル 
岩国局長訓示要旨

"297" " 16"11"

写 (帝力利用による運材) "298" "16"12"

内田 映 管 読に就い・て ㈠ ・300" " 17" 2"

古ﾡ七三 戦時林業労務体に関ナる二, 三の問題 "501" " 17" 3"

秋田営林局長
秋田杉 " 17"4

岩崎平次郎 "302"

古畑七三 日本的林業動労概念の確立 "305〃 " 17" 5"

営林局長会議=於ケル 
井出山林局長説示要旨

"304" " 17" 67

映 管流に就いて ㈡ "304" " 17" 6"

岩崎単次部 羽下遣林の授後 "307" " 17" 9"

2現笨山専門学校 
昊橋良一 仁的, 大荒沢国有林ノ地質概安 "357" " 17ル 9

・h 三 e 今以の北部県境一市の豪両と米代川 ゆ出水 "308" " 17"10"

昭和17年11月17 日 営林副蠣贼会に於 け
岩崎局長訓示要旨 る

"310 " " 17"12"

大内 発

A井省林撃試験場 
委初試験地

杉林施業法雑考 (その-) "310" " 17"12"

ブナ丸太の管流に就いて "312" " 18" 2"

当 崎営林局長 営林署長協議会に於ける訓示

造船用長材
伐出 の現地報告

"315" " 18" 3"

小松宗司 "31 3" " 18" 3"

内田 映 管流C就いて ・) "314" " 16"4"

岩的営林局長 営林署長協犠会に於ける訓示 "515" " 18" 5"
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・筆者 昭 名 巻 号 年 月

報道際( 航空材一台てどの位の木材を要 
するか)

第う16号 昭和18年6月

日々の鑑 (人の程々)

営林昇長会議に於ける 岩崎局長訓辛 受

"318" " 18" 8"

" 18410"髀 "5 2 0 "

消林名林楽試験場
伐木造材用手ﾡ銅の常議にﾡいて 一 8f釜司試験地 "320"

参考文献 「蒼林」 Cあらわれた参考テーマー覧

-58-

「修者 ﾡ 名 巻 号 年 月

A山署長 械 務；:己 述 白書 (1) 第1巻 昭和25年 3月

a 見 資 ・ﾡの話 """ ・ 25"

凸山署長 ﾡ務記述白書 (2) """ " 25" 4"

m水利久 木合紀行 (2) """ 。25" 7"

作業課 管内国有林の運材法について () """ " 25" 8"

" ・ (2) """ ・ 25" 9"

#終試験場秋田支場 
秋保親ﾡ

軌道イ ンク ライ ンに関する一別査 """ " 25m9r

作業課 管内国有林の運材法について (3) """ " 25"10"

高見ﾡ 森林鉄道の 24-D 剤布に : る除京効県 " 25"10"

梁 課 管内国有林の運材法について (4) """ " 2 5 Q 1 1 ,

ナメルHヘシハチルキH1ゲ1ドロッジーレーロ 
秋保親ﾡ

軌道イ ンクラインに関けナる一調 (続) """ " 25"11"

業 課 管内国有林の運材法について (5) "ル" " 25"12"

" " " " (6) ・2" " 26" 1"

山本熊男 常勤労務者について """ " 26" 2"

作業課 管内国有林の運材法について (7 """ " 26" 2"

加賀谷義造 自動鋼の話 """ " 26" 2"

沢田和博 農業恐谎と林業・ """ " 26" 3"

業 課 管内 国有林の 巡材法 について (8) """ " 26"3"
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執筆者 題 名 巻 号 年 月

営林署長会議に於ける 
栄田営林局 長の訓示要旨 第2巻 昭和 24年 4月

作業課 管内国有林の運材法について(9) """ ・ 26" h

" ・(G """ ・ 26" 5"

・ ・aD """ " 26" 6r

""" " 26" 7"

" ・(終回) """ ・ 26" 8"

松島良雄 吉野林業の特佳 一秋田の国有林をみて一 "』" " 26112"

越中A蔵 林業ﾡ械化○ 考祭 "ル" ・ 26"12"

津谷竹治 秋田杉に関する -#w一読急る桜 

て

"3 " w 27" 2r

" " (2) " 27"

・ " (3) """ " 27" 4"

ゐ田富士夫 自動トロリーCついて スライデング式一 """ " 27" 5"

津谷竹治 秋田杉に関する一考察義灘魔) """ " 27"

岸 英次 山村における失業問題の採領と 国有林 """ " 27"11"

水野金一郎 局長を拝命して 一新任の挨拶一 4I " 28r 1/

初谷清三 郎 代と外材 n"" " 28 1"

長谷川重右術門

山i形県国有材野経 
営協話会

保 線 "5" " 29" 6"

山形下の林業労力ﾡ給の特殊と , 国有 
林, 民有林を ずる林業労賃用 整に つ て

""" " 29 7"

・ ・ (前承) """ " 29"8"

座酸会 長野, 高知根械化 視察座験会 " 23ヶB"

執筆者 題 名 き 号 年 月

水野金一B 昭B和る 0 年の年頭 に 当り て 第・ 6・巻 昭和50年 1月

(山形県)
みちのく新地, 新市町村一覧姿 """ "30" 3"

竹内平蔵 山音に関する1 2章一第11ﾡ山局ﾡ伝 "30" 4"

(秋田県)
みちのく 新地図, 新市町村一覧表 "30" 5"

竹内平蔵 山官に関する1 2章一第11 章山官列伝 
(あ)

"30" 5"

映 会 集材の機械化を語る """ "30 "7"

生 課 安全シリー ズ軌道災書の防止について "30" 9"

" " 安全 シリーズ援迎 材作業心得 (当局制定) 
Cて

"7" "31" 1"

広報係 その後の 木都能代 """ "31" 5"

能代営林野 
扱術研究会

一合理化への歩みー
らなくな った後の組知を場肥原料に

"31 "8"

( 山形県)
みちのく の 新々 地図, その後合 併市町村 """ "51"11"

(秋田県 )
みちのくの新々地図, その後合併市町村 """ "51"12"

昼山森茂
私たちの広場
世械化の問題について

"8" "32" 3"

沢田成爾 団有林経営合ﾡ化の方向ﾡ鉄るあ局性_ """ ・32" 4"

田中重五 国有林の当面する 諸間題 """ "32" 6"

沢田成用 再び経 営 合 理化 c ついて """ "32" 6"

藤本和平 経常合理化を推進 "32" 8m

山 谷 $品 林業の械械化の安全管理 "32" 9"
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執筆者 題 名 巻 号 年 月

北島佐 市 作業機械化の途は平担でない 第8.巻 昭和52年 9月

金 正 林楽根械化について の○管見 "32r10/

経営合理化をめ ぐって """ "5212,

福田次 郎 秋田局管内 ○機ﾡ化 を視て " 9 " "33" 9

斉産栄 治 '昭和 s 5 年○製材業界を願 る "33"12"

長岐喜代 次 未開発林業. 根械の作業仕組と2.3課題 " 1 0 * ・34" 1『

小泉邦之 助 山宿ﾡ古録
森林鉄道の恩出

"34" 3"

植杉哲 夫 国有林事業と 安全 """ "34 "4"

西 塚 弘 安全運動の反省 """ "る4" 4

中村健 次 直営生産事業 と災害 """ "34" 4"

田ロ鉄 也 安全への知談 "34" 4r

土木課
企 面 係

公務災害につ て の- 考歌-試設 """ "34" 4"

鈴木孝 政 作業員の適格性と作業安全について """ "34" 4,

ニッ井営林署 生産現場の作業員大いにﾡる """ "34" 4,

葛城請 郎 勤評闘争を評定する "" "34" 4"

山崎.. 斉 国有林経営の将来に希望を """ "34" s"

小泉之 助 山官ﾡ古録 
仁別の思出

・34" 6r

小 山 梯 小型集材機の特性について "34" 8r

・
月間プレス . スク ラップ

労務関係
"34/ 8,

-63-

筆者 題 名 巻 号 年 月

機械化と生活向上 第 10書 昭和34年 9月

最上勝太郎 *代川のほと りから一荷上場担当区- "34 "9"

小良邦之 助 山官ﾡ古録
天神貯木場の思出 """ "34" 9"

月間プレス . スク ラップ 
労ゆ関係

""" " 34"10"

中村健次 技術本新と 林業ﾡ械化 """ "34"11"

秋保親ﾡ 製械あれ これ "34"11"

林 課 ﾡ林事薬機検化の間題点 """ "54"11"

土木課企面係 林道事業の機械化計画 ,34,110

長岐音代次 管内林業機械の発速過程 と その動向 "34"11"

有 為 孝 品 製品生産事業の扱械Kについて """ " 34"1 1"

H杉哲夫 皆様の協力に感国して一12月2る日会会で一 " "、 " 434412"

ピ賞 日本林業ところどところ 
秋田駅北部地域の民有林 "11 " "35" 1"

を藤市i 玉 ・ ﾡ林の改善と造林板械導入盤過つWて ".35" 2"

荒木一郎 生産力の増強を基本とする
管内国 有林の新 し経営 方針 "55" 3"

p松れ史

楽 a

秋田スギ の故郷 よ り一仁船担当区-

昭和3 6年度事楽の特色-前年度と変 った,そ 
製品生産事業 の進め方一

"12 " "36" 2"

"36" 4"'イ*Y"

木 課
土木事業 """ "36" a"

矢ぬ営林ﾡ
本城 昇外, 佐藤貞 ト ラクター運材Kついて "36" 5"
伝田鉄弥, 西展一

成田陽己 -Y25型ジーゼルー
大型業材械の更新につての試論 """ "36" 5"



執筆者 題 名 巻 号
年 月1

内藤栄治郎 安全の指標 一安全準グ月C あたって 
林楽に お け る安全の間超点Cつて

第 12巻 昭和3 6年0

作業課労務係
安全の指柄 一安全準(月間にあたつて "36" 6" 1
製 品生産 事業 の 安全 匿理 cつて

#イ

秋保親ﾡ 今年こ そは森鉄事故をなくそう "13" "57" 4

商高5知営林局広報係 魚梁ﾡの森林 "37" 5r

円波○木ﾡ林業 """ "37 5"

東京大学教授 
加方該子

ョ-ロ ッ諸国の伐木通材 " " # "37" 5r

長岐喜代次 紫材機に上る広葉樹林分の全幹集材てついて """ "37 8r

西田孝二郎
米代川 2 次経営計面

編成 メモから
・14 ・ r38" 7*

東京大学名誉教授 
中村受太郎

国有林が解放さ れたら """ " 58r10r

座映会 国有林解放をめくる 問題 点 """ "38y10s

秋田営林署 天ス ギの全幹集材につて """ "58412『

銀田吉治 全幹集材による造材歩上りの向上と聆点 "15 " "5?パ 2

作業課, 監査係 全砕集材作業について "5?" 2

関 座三郎 
桂田竜術

&a生r#。ぷは設選 "39" 6,

野添憲治 最後のイ カグに同乗して "16" "40" 1"

村岡周- きびし40年度 """ "40" 1"

平野一郎 筏流事業を終えて """ "40" 3"

伊東利助 
渡 辺 ・ 一

一昭和3 9年座業務 
作業道と作仕組 改ﾡに関す る研究 

発表会第3位一
"4.0" 6"

長 岐喜代次 ・秋田杉・ の郷恋 """ "40" 8r
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t 者 題 名 巻 号 年 月

添 憲 治 イ カグ節をたずて 第 1 6 巻 昭和4 0年 8月

作業課, 調査係 生遊プロセスの変 x一き$4* "40" 1 1"

秋 保親 梯 秋田営林局 cお け る製品生産事業の現況 17 ・41 " 1 "

沢 田 摘
長木川のほとりか ら一昌偿安ー担 1 8 "42" 4 "

手 束 業 一 創意・協力の気風を ク ル "42" 9 "

子 幡 弘 之 林政統一○頃 1 9 "43r 1 "

い わ お 四十年前の分担区員 "43" 2"

川太 門 安全管理 と対話 "43" 3 "

い わ 四十年前の分担区員 ヒ) "43" 3"

い わ お 四十年前の分担区員 () "43" 5"

田 昭 三 秋田天然ス ギの約林地帯 "43" 5"

関 機 信 次 秋田ス ギの本場か ら "43" 6バ

野 添憲 治 木 挽 きの 川村 芳輝さん "a3" 7 "

座 映 会 後流の苦楽 "43" 8 "

野 添憲 治 ﾡ ・ ﾡ業の数賀清治郎さん "43" 9"

木 村 紀 一 よ く伐り よ く植えた山々 "4371 2"

山 8 三 平 林業機械の現状と将来 20 "44" 1 "

a 林 課 苗 畑 機械 の大型化 "44" 2"

沢 井克 己 秋田営林局ル穫調査規程の解説( xxxVID
•

"44" 4 "
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執 筆 者 図 名 巻 号 年 月

石 井 英 夫 製品生産事業の指導目標 第20 号 昭和4 4年 6月

越 後 信 夫 森鉄最後の花嫁さん " 21 "45" 1,

c U 生 森鉄への愛情 ・ 45r 1r
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